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衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
高
速
道
路
料
金
引
き
下
げ
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
係
る
事
実
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

な
お
、
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路

を
い
う
。
）
の
料
金
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料
金
を
い

う
。
）
の
割
引
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
八
九
号
）
二

に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
経
営
方
針
を
国
が
実
質
的
に
決
定
し
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ス
効
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

一



あ
る
。

二


